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市制施行７５周年刈谷市市勢要覧作成業務委託公募プロポーザル募集要領 

 

１ 業務の目的 

令和元年度に作成した市制施行７０周年刈谷市市勢要覧を刷新し、より新鮮か

つ印象的で、新たな刈谷市のイメージを発掘できる市制施行７５周年刈谷市市勢

要覧を作成する。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名称 

市制施行７５周年刈谷市市勢要覧作成業務委託 

（２）業務期間 

契約締結の日～令和７年３月２４日 

（３）業務内容 

別紙「要求仕様書」のとおり 

（４）提案限度額 

５，５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

（５）その他 

令和６年度刈谷市一般会計予算が議決されない場合は、本委託に係る契約は締

結しない。 

 

３ 事務局 

刈谷市企画財政部広報広聴課広報広聴係 

所在地  愛知県刈谷市東陽町１丁目１番地 刈谷市役所４階 

電 話  ０５６６（６２）１００１ 

ＦＡＸ  ０５６６（２３）１１０５ 

電子メール koho@city.kariya.lg.jp 

 

４ 参加資格要件 

（１）令和６年４月１日において、刈谷市入札参加資格者名簿に登録されている

者又は入札参加資格申請が完了している者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当する者でないこと。 

（３）参加申込書提出期限の日において、刈谷市から指名停止を受けている期間

中でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立
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てがなされていないこと。（更生手続開始の決定を受けた者を除く。） 

（５）刈谷市が行う調達契約等からの暴力団の排除に関する事務取扱要領（平成

２０年４月１日）第１項に規定する入札参加資格者等排除措置を受けていな

い者であること。 

（６）令和元年度以降に自治体の市勢要覧等の作成業務を受託した実績を有する

こと。 

 

５ 選定方式 

受託予定者の選定については、公募によるプロポーザル方式とする。参加者

は、企画提案書等の提出及びプレゼンテーションを行い、市が設置する選定委

員会が、提案内容を評価し、受託予定者を選定する。 

ただし、参加者が４者を超える場合は、企画提案書等による１次選考を実施

後、プレゼンテーションによる選考を行う。 

内 容 日 時 

募集開始 令和６年３月１９日（火） 

プロポーザル参加申込書提出期限 令和６年３月２５日（月） 

質問書提出期限 令和６年３月２９日（金） 

質問に対する回答 令和６年４月３日（水） 

企画提案書等提出期限 令和６年４月８日（月） 

プレゼンテーション審査 令和６年４月１５日（月） 

選定結果の通知 令和６年４月下旬 

契約締結 令和６年４月下旬 

 

６ 参加申込書の提出 

（１）提出期限 

令和６年３月２５日（月）午後５時 

（２）提出場所 

「３ 事務局」に同じ 

（３）提出書類 

プロポーザル参加申込書（様式１） 

（４）提出方法   

事務局あてに電子メールで（koho@city.kariya.lg.jp）提出すること。その

際、件名を「刈谷市市勢要覧作成業務プロポーザル参加申込書」とすること。 
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７ 質問書の提出 

プロポーザルの内容について質疑等がある事業者は、次のとおり質問書を提

出することができる。 

（１）質問書の提出 

質問書（様式２）に記入し、電子メールで送付すること。その他の方法

での照会は受け付けない。 

ア 提出期限  令和６年３月２９日（金）午後５時 

イ 提 出 先  「３ 事務局」に同じ 

（２）回答方法 

全ての質問及びその回答は、質問者を伏せた上で、質問に対する回答書

を参加者全員に電子メールで通知する。 

８ 企画提案 

（１）企画提案書の提出 

参加者は、別紙の様式等により企画提案書を作成し、直接持参すること

により提出するものとする。 

ア 提出書類  

①～⑤をクリップ等により脱落しないように綴じ、提出すること。Ａ

４サイズより大きいサイズで作成したものは、クリップ等を外さなくて

も広げられるようにＡ４サイズに折りたたむこと。 

① 様式３－１ 企画提案書表紙 

② 様式３－２ 企画提案書 

※提案書には次の事項を記載すること 

（ア）本業務に対する基本的な考え方、取り組み方針 

（イ）コンセプト（企画・構想） 

（ウ）内容・特色・構成等 

（エ）資料収集・写真撮影の方法、分担等 

（オ）スケジュール（別紙１）及び業務実施体制（別紙２） 

（カ）事業実績（別紙３） 

（キ）その他追加提案 

（ク）サンプルページ（別添）の説明 

③ サンプルページ １０ページ程度（表紙を含む） 

④ 見積書（様式任意） 
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⑤ 見積明細書（様式任意） 

     ※２年目以降の改訂時における発行費用（２０２６～２０２９年度ま

での年度毎）の見積もあわせて提出すること。なお、改訂内容は文

字修正１０か所程度、初版作成時と同等のカメラマンによる写真数

枚の撮影（１日）を行う小規模改訂とし、部数は６００部とする。 

    ⑥ 市勢要覧等の作成実績のわかるもの 

 

イ 提出部数 

８部  

ウ 提出期限 

令和６年４月８日（月）午後５時 

エ 提出先 

「３ 事務局に同じ」 

オ その他 

提出された企画提案書は返却しない。 

提案書の作成に要する費用は各事業者で負担するものとし、提出後の

内容変更は認めない。 

（２）一次選考の実施（参加者が４者を超える場合） 

参加者が４者を超える場合は、企画提案書に基づく一次選考を行い、そ

の通過者に対してプレゼンテーションによる選考を実施する。一次選考を

実施する場合は別に通知する。 

（３）プレゼンテーションの実施 

企画提案について、次のとおりプレゼンテーションを行う。ただし、参

加者が４者を超える場合は、一次選考に伴い日程を変更する場合がある。 

ア 期  日 

令和６年４月１５日（月）（予定） 

開始時刻、場所等の詳細は、プロポーザル参加申込書（様式１）によ

り報告のあった連絡責任者に通知する。 

イ 時  間 

１者３０分程度 

（企画提案書についての説明２０分程度、質疑応答１０分程度） 

ウ 留意事項等 

説明者は３名以内とする。 
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提案書をもとにプレゼンテーションを行うこととし、当日の追加資料

の配布など、事前に提出された企画提案書以外の資料を使用しての説明

は不可とする。ただし、事前資料を見やすく拡大したもの等は使用でき

るものとする。 

説明用のプロジェクター及びスクリーンが必要な場合は、事務局で用

意するので、希望者は事前に申し出ること。その他必要なものは説明者

が準備すること。 

 

９ 受託予定者の選定 

（１）選定方法 

選定委員会が企画提案等を総合的に評価し、最も優れていると評価され

た者を受託予定者として選定する。選定会議は非公開とし、審査の経過

等、結果以外に関する問合せには一切応じない。 

（２）評価基準 

選定会議における評価項目は、以下の項目を中心とする。 

ア 業務実施全般（２０点） 

・業務遂行体制及び日程が具体的に示され、本事業を実施する上で支障

はないか。 

イ 企画・デザイン（１３５点） 

・要求仕様書に基づいた提案となっており、刈谷市を新鮮かつ独創的な

アプローチでアピールするような工夫がなされているか。 

・見る者の印象に強く残り、刈谷市を魅力的で、安心安全で幸せを実感

できるまちだと感じさせる仕上がりがイメージできるか。 

ウ 製作業務（２５点） 

・企画、デザインの提案を実現するために行う取材や写真撮影の方法、

市との役割分担が具体的に示されているか。 

エ 価格（２０点） 

（３）参加者の失格 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。なお、受託予定者として選

定された後にあっては、その者とは契約を締結せず、次点のプロポーザル

上位者と契約を締結することとする。また、契約における受託者となった

後にあっては、その者との契約を解除し、次点のプロポーザル上位者と契

約を締結することとする。 

ア 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 
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イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

ウ 会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認め

られる状態に至った場合 

エ 審査の公平性を害する行為があった場合 

オ プレゼンテーションに欠席した場合 

カ その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合 

（４）選定結果の通知 

選定結果については、参加者全員に文書で通知する。 

 

 

１０ 契約 

（１）契約手続き 

市は、企画提案の評価に基づき選定した参加者を受託予定者として、本

業務の委託を予定するものとし、別途指示する方法で契約手続きを行うも

のとする。 

（２）業務の実施 

契約後の業務の実施については、企画提案書等に基づき、市と協議の上

行うものとする。 

 

１１ その他の事項 

（１）参加不可、失格、契約解除の通知を受けた者は、通知をした日の翌日か

ら起算して５日以内（市の休日を含まない）に、書面により、理由につい

ての説明を求めることができるものとする。市は説明を求められたとき

は、請求日の翌日から起算して５日以内（市の休日を含まない）に、書面

により回答するものとする。 

（２）企画提案書の作成等、参加に係る一切の費用は参加者の負担とする。 

（３）提出書類の著作権等の取扱いについて、提出書類に含まれる著作物の著

作権は参加者に帰属する。ただし、市が従来より著作権を有する部分の著

作権については、市に留保するものとする。また、本市が本プロポーザル

の報告、公表等について必要とする場合は、企画提案書の全部又は一部を

無償で使用できるものとする。 

（４）市制施行７５周年刈谷市市勢要覧作成業務委託における成果品に関する

原版及びデータの所有権並びに印刷物の著作権等、一切の権利は、市に帰

属するものとする。 
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ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識・技術に

関する権利等（以下「権利留保」という。）については、受託者に留保す

るものとし、この場合、市は権利留保分についての当該権利を非独占的に

使用できるものとする。 

（５）本要項に定める事項の他、必要な事項については、別途市が定めるもの

とする。 


